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○ 

砂
利
採
取
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号
）
（
抄
） 

  
 

 
第
二
章 

砂
利
採
取
業
者
の
登
録 

  
(

登
録)

 

第
三
条 

砂
利
採
取
業
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
当
該
業
を
行
お
う
と
す
る
区
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  
 

 

第
三
章 

採
取
計
画
の
認
可
等 

  
(

採
取
計
画
の
認
可)

 

第
十
六
条 

砂
利
採
取
業
者
は
、
砂
利
の
採
取
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
採
取
に
係
る
砂
利
採
取
場
ご
と
に
採
取
計
画
を
定
め
、
当
該
砂
利
採
取
場
の
所
在
地
を
管
轄

す
る
都
道
府
県
知
事(

当
該
砂
利
採
取
場
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
河
川
区
域
等(

河
川
法(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号)

第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
河
川
区
域

(

同
法
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。)

、
同
法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
河
川
保
全
区
域
及
び
同
法
第
五
十
八
条
の
三
第
一

項
に
規
定
す
る
河
川
保
全
立
体
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
区
域
内
に
あ
る
と
き
は
、
当
該
河
川
区
域
等
に
係
る
同
法
第
七
条
に
規
定
す
る
河
川
管
理
者(

同
法
第
九
条

第
二
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
十
一
条
第
三
項
又
は
第
九
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
五
条
第
一
項
及

び
第
五
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
に
属
す
る
事
務
を
行
い
、
そ
の
権
限
を
代
わ
つ
て
行
い
、
又
は
そ
の
権
限
の
委
任
を
受
け
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

者
。
以
下
「
河
川
管
理
者
」
と
い
う
。)

)

の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  
(

採
取
計
画
に
定
め
る
べ
き
事
項)

 

第
十
七 

条
前
条
の
採
取
計
画
に
は
、
次
の
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

砂
利
採
取
場
の
区
域 

 

二 

採
取
を
す
る
砂
利
の
種
類
及
び
数
量
並
び
に
そ
の
採
取
の
期
間 

 

三 

砂
利
の
採
取
の
方
法
及
び
砂
利
の
採
取
の
た
め
の
設
備
そ
の
他
の
施
設
に
関
す
る
事
項 

 

四 

砂
利
の
採
取
に
伴
う
災
害
の
防
止
の
た
め
の
方
法
及
び
施
設
に
関
す
る
事
項 

 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
経
済
産
業
省
令
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項 

  
(

認
可
の
申
請)

 

第
十
八
条 

第
十
六
条
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
砂
利
採
取
業
者
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
又
は
河
川
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

 

二
登
録
の
年
月
日
及
び
登
録
番
号 



- 3 -

 

三
採
取
計
画 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
砂
利
採
取
場
及
び
そ
の
周
辺
の
状
況
を
示
す
図
面
そ
の
他
の
経
済
産
業
省
令
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  
(

認
可
の
基
準)

 

第
十
九
条 
都
道
府
県
知
事
又
は
河
川
管
理
者
は
、
第
十
六
条
の
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
採
取
計
画
に
基
づ
い
て
行
な
う
砂
利
の
採
取
が

他
人
に
危
害
を
及
ぼ
し
、
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
を
損
傷
し
、
又
は
他
の
産
業
の
利
益
を
損
じ
、
公
共
の
福
祉
に
反
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
条
の
認
可
を
し
て
は
な

ら
な
い
。 

  
(

変
更
の
認
可
等)

 

第
二
十
条 

第
十
六
条
の
認
可
を
受
け
た
砂
利
採
取
業
者
は
、
当
該
認
可
に
係
る
採
取
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
認
可
を
し
た
都
道
府
県
知
事
又
は
河
川
管

理
者
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
省
令
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

第
十
六
条
の
認
可
を
受
け
た
砂
利
採
取
業
者
は
、
当
該
認
可
に
係
る
採
取
計
画
に
つ
い
て
前
項
た
だ
し
書
の
経
済
産
業
省
令
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
そ
の
認
可
を
し
た
都
道
府
県
知
事
又
は
河
川
管
理
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
十
六
条
の
認
可
を
受
け
た
砂
利
採
取
業
者
は
、
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
そ
の
認
可
を
し
た

都
道
府
県
知
事
又
は
河
川
管
理
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

前
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
に
準
用
す
る
。 

  
(

遵
守
義
務)

 

第
二
十
一
条 

第
十
六
条
の
認
可
を
受
け
た
砂
利
採
取
業
者
は
、
当
該
認
可
に
係
る
採
取
計
画(

前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
又
は
届
出
が
あ
つ
た

と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
「
認
可
採
取
計
画
」
と
い
う
。)

に
従
つ
て
砂
利
の
採
取
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

○ 

国
有
財
産
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
（
抄
） 

  
(

国
有
財
産
の
分
類
及
び
種
類)

 

第
三
条 

国
有
財
産
は
、
行
政
財
産
と
普
通
財
産
と
に
分
類
す
る
。 

２ 

行
政
財
産
と
は
、
次
に
掲
げ
る
種
類
の
財
産
を
い
う
。 

一 

公
用
財
産 

国
に
お
い
て
国
の
事
務
、
事
業
又
は
そ
の
職
員(

国
家
公
務
員
宿
舎
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
十
七
号)

第
二
条
第
二
号
の
職
員
を
い
う
。)

の
住
居
の

用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
も
の
と
決
定
し
た
も
の 

二 

公
共
用
財
産 

国
に
お
い
て
直
接
公
共
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
も
の
と
決
定
し
た
も
の 
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三 

皇
室
用
財
産 

国
に
お
い
て
皇
室
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
も
の
と
決
定
し
た
も
の 

四 

企
業
用
財
産 

国
に
お
い
て
国
の
企
業
又
は
そ
の
企
業
に
従
事
す
る
職
員
の
住
居
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
も
の
と
決
定
し
た
も
の 

３ 
普
通
財
産
と
は
、
行
政
財
産
以
外
の
一
切
の
国
有
財
産
を
い
う
。 

４ 

第
二
項
第
四
号
の
国
の
企
業
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

  
(

事
務
の
分
掌
及
び
地
方
公
共
団
体
の
行
う
事
務)

 

第
九
条 

各
省
各
庁
の
長
は
、
そ
の
所
管
に
属
す
る
国
有
財
産
に
関
す
る
事
務
の
一
部
を
、
部
局
等
の
長
に
分
掌
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

財
務
大
臣
は
、
国
有
財
産
の
総
括
に
関
す
る
事
務
の
一
部
を
部
局
等
の
長
に
分
掌
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

国
有
財
産
に
関
す
る
事
務
の
一
部
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第

一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。 

  
(

処
分
等
の
制
限)

 

第
十
八
条 

行
政
財
産
は
、
貸
し
付
け
、
交
換
し
、
売
り
払
い
、
譲
与
し
、
信
託
し
、
若
し
く
は
出
資
の
目
的
と
し
、
又
は
私
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

２
～
５ 

（
略
） 

６ 

行
政
財
産
は
、
そ
の
用
途
又
は
目
的
を
妨
げ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
使
用
又
は
収
益
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

７
～
８ 

（
略
） 

   

○ 

国
有
財
産
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
（
抄
） 

  
(

事
務
の
分
掌
及
び
地
方
公
共
団
体
の
行
う
事
務)

 

第
六
条 

各
省
各
庁
の
長
は
、
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
有
財
産
に
関
す
る
事
務
の
一
部
を
部
局
等
の
長
に
分
掌
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
事
由

を
付
し
、
取
り
扱
わ
せ
る
事
務
の
範
囲
及
び
取
り
扱
わ
せ
る
者
を
財
務
大
臣
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
行
う
こ
と
と
す
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

次
に
掲
げ
る
国
有
財
産
の
取
得
、
維
持
、
保
存
、
運
用
及
び
処
分
。
た
だ
し
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。 

イ
～
ワ 

（
略
） 

カ 

ニ
、
ホ
及
び
ト
か
ら
ワ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
土
交
通
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
国
有
財
産(

法
令
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
自
ら
取
得
、
維
持
、

保
存
、
運
用
及
び
処
分
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。)

 

 

二 

（
略
） 
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３
～
１
０ 

（
略
） 

   

○ 

国
有
財
産
法
に
基
づ
く
一
般
海
域
の
使
用
又
は
収
益
の
許
可
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
佐
賀
県
規
則
第
五
十
九
号
）
（
抄
） 

  
(

趣
旨)

 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
国
有
財
産
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。)

第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
く
一
般
海
域
の
使
用
又
は
収
益
の
許

可(

以
下
「
許
可
」
と
い
う
。)

に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

  
(

定
義)

 

第
二
条 

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
一
般
海
域
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
区
域
以
外
の
海
域
を
い
う
。 

一 

漁
港
漁
場
整
備
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号)

第
六
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
漁
港
の
区
域 

二 

港
湾
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号)

第
二
条
第
三
項
の
港
湾
区
域 

三 

海
岸
法(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号)
第
二
条
第
二
項
の
一
般
公
共
海
岸
区
域
及
び
同
法
第
三
条
第
一
項
の
海
岸
保
全
区
域(

い
ず
れ
も
土
石(

砂
を
含
む
。
以
下
同

じ
。)

を
採
取
す
る
場
合
に
限
る
。)

 

 

 
(

許
可
の
申
請)

 

第
三
条 

一
般
海
域
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
申
請
書
を
知

事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

工
作
物
を
設
け
て
占
用
す
る
行
為 

一
般
海
域
占
用
許
可
申
請
書(
様
式
第
一
号)

 

二 

土
石
を
採
取
す
る
行
為 

一
般
海
域
に
お
け
る
土
石
採
取
許
可
申
請
書(
様
式
第
二
号)

 

   

○ 

佐
賀
県
一
般
海
域
土
石
採
取
料
等
徴
収
条
例
（
平
成
十
三
年
佐
賀
県
条
例
第
三
十
五
号
）
（
抄
） 

  
(

趣
旨)

 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
国
有
財
産
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。)
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
く
一
般
海
域
に
お
け
る
使
用
又
は
収

益
の
許
可
に
係
る
土
石
採
取
料
又
は
占
用
料(

以
下
「
土
石
採
取
料
等
」
と
い
う
。)

の
徴
収
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 
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(

定
義)

 
第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
一
般
海
域
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
区
域
以
外
の
海
域
を
い
う
。 

一 
漁
港
漁
場
整
備
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号)

第
六
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
漁
港
の
区
域 

二 
港
湾
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号)

第
二
条
第
三
項
の
港
湾
区
域 

三 

海
岸
法(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号)

第
二
条
第
二
項
の
一
般
公
共
海
岸
区
域
及
び
同
法
第
三
条
第
一
項
の
海
岸
保
全
区
域(

い
ず
れ
も
土
石(

砂
を
含
む
。
以
下
同

じ
。)

を
採
取
す
る
場
合
に
限
る
。)

 

  
(

土
石
採
取
料
等
の
徴
収)

 

第
三
条 

法
第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
一
般
海
域
に
お
い
て
土
石
の
採
取
又
は
占
用
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
別
表
第
一
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
一
・
〇
五
を

乗
じ
て
得
た
額
の
土
石
採
取
料
又
は
別
表
第
二
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
占
用
料(

一
般
海
域
に
お
け
る
占
用
の
う
ち
消
費
税
法(

昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号)

第

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
消
費
税
を
課
さ
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
係
る
占
用
料
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
に
一
・
〇
五
を
乗
じ
て
得
た
額
の
占
用
料)

を

知
事
が
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
一
括
し
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
占
用
の
期
間
が
二
以
上
の
年
度
に
わ
た
る
と
き
は
、
毎
年
度
、
当
該
年
度
分
の
占
用
料
を
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
土
石
採
取
料
を
分
割
し
て
納
付
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

   

○ 

長
崎
県
海
域
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
長
崎
県
条
例
第
五
十
号
）
（
抄
） 

  
(

目
的)

 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
海
域
の
保
全
に
支
障
を
与
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
海
域
の
適
正
な
利
用
を
図
り
、
併
せ
て
水
産
資

源
の
保
護
及
び
自
然
環
境
の
保
全
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

  
(

定
義)

 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
海
域
」
と
は
、
国
有
財
産
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号)

第
三
条
第
二
項
第
二
号
の
公
共
用
財
産
の
う
ち
、
海
面(

海
面
下
の
土
地

を
含
む
。)

で
次
に
掲
げ
る
区
域
以
外
の
区
域
に
あ
る
も
の
を
い
う
。 

一 

港
湾
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号)

第
二
条
第
三
項
の
港
湾
区
域
及
び
同
法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
さ
れ
た
水
域 

二 

漁
港
漁
場
整
備
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号)

第
六
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
漁
港
の
区
域 

三 

海
岸
法(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号)

第
二
条
第
二
項
の
一
般
公
共
海
岸
区
域
及
び
同
法
第
三
条
第
一
項
の
海
岸
保
全
区
域 

  
(

海
域
に
お
け
る
行
為
の
許
可)
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第
三
条 

海
域
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

工
作
物
そ
の
他
の
物
件
を
設
置
し
て
海
域
を
占
用
す
る
こ
と
。 

二 
土
石(

砂
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

を
採
取
す
る
こ
と
。 

２ 

前
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
の
内
容
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前2

項
の
許
可
に
必
要
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

第
一
項
の
許
可
の
期
間
は
、
三
年
以
内
と
す
る
。 

 (

許
可
の
手
続)

 

第
四
条 

前
条
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
規
則
で
定
め
る
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

申
請
区
域
及
び
そ
の
付
近
に
権
利
を
有
す
る
者
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
者
の
同
意
書 

二 

そ
の
他
規
則
で
定
め
る
書
類 

 (

占
用
料
等
の
徴
収
等)

 

第
十
一
条 

許
可
を
受
け
た
者
は
、
別
表
に
よ
り
算
定
し
た
占
用
料
又
は
採
取
料
に
百
分
の
百
五
を
乗
じ
て
得
た
額(

消
費
税
が
消
費
税
法(

昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
非
課
税
と
さ
れ
る
と
き
は
、
同
表
に
よ
り
算
定
し
た
額
。
以
下
「
占
用
料
等
」
と
い
う
。)

を
、
知
事
が
指
定
す
る
日
ま
で
に
納
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

許
可
を
受
け
た
者
は
、
占
用
料
等
を
納
付
し
た
後
で
な
け
れ
ば
そ
の
行
為
に
着
手
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

３ 

納
付
さ
れ
た
占
用
料
等
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
天
災
そ
の
他
不
可
抗
力
に
よ
り
、
許
可
を
受
け
た
者
が
そ
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。 

 


